
あいあいセンターの高次脳機能障がい者への
自動車運転再開評価の流れ

脳外傷・疾病

①医師の診察
道路交通法で規定された運転適性基準の確認

②高次脳機能評価
注意力・視空間構成・遂行機能・記憶力など

③簡易シミュレーターSiDS評価

<指定自動車教習所＞実車評価

<医師の診察>かかりつけ医療機関

＜運転免許試験場＞運転適性相談及び臨時適正検査
※運転再開可否は公安委員会が判断

実車評価不可

（再評価）

運転不可

運転不可

評価結果報告

この評価は福岡県安全運転医療連絡協議会で定められた手順に従って実施しています。
安全に運転を再開していただくための評価ですが、法的に必須なものではありません。
公安委員会への診断書を書く際に評価が必要と考えられる場合など、主治医の先生のご判断、
ご依頼のもとに実施しています。
尚、普通自動車を対象としており、二種免許、大型車、バイク等の評価は行っていません。

• 南福岡自動車学校
• おんが自動車学校
• アイルモータースクール博多の森校
• 東福岡自動車学校
‣ 福岡市自動車学校
（※実車費用は学校により異なる。
5000円～15000円＋税/回）

＜時間＞

月曜 （要予約）：14時～16時半
※13時50分にあいあいセンター４階
にお越しください

＜当日の持ち物＞

①運転免許証
②お薬手帳
③健康保険証
④眼鏡・コンタクト
⑤費用（3000円程度）

・主治医が再開評価を必要と判断している
・高次脳機能障がいが軽快している
・発症から3か月以上経過している
・74歳以下
・てんかんや視聴覚の問題がない
・身体障がいがある場合は、独歩または
杖歩行ができる

実車評価依頼

診断書

④医師より結果説明（実車評価可否）

●主治医からの診療情報提供書
●最新の神経心理学的検査結果

＜あいあいセンター＞での診察評価
再評価を行う際は、
原則半年あける

相談・予約先

相談・予約

あいあいセンター
高次脳機能障がい支援センター

和田・髙田
０９２－４０６－２４５５（直通）

Fax０９２－７３８－３２０３
〒810-0072
福岡市中央区長浜１－２－８

対象

※身体麻痺のみの方の評価は行っていません。
運転免許試験場にご相談ください。

再開評価の時間・持ち物

予約したら事前にあいあいセンター
に送るもの

※実車評価の報告はあいあいセンターに届き

ます。あいあいセンターから主治医の先生に

運転評価全体の結果を送るため、診断書は

主治医の先生に書いてもらってください。

運転不可

（再評価）

運転再開

1年後あいあいセンターから
運転の状況確認（電話）
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